
 

③ 2004年度の各温室効果ガス排出量の部門別内訳 

○ 二酸化炭素（CO2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
（注１） 内側の円は各部門の直接の排出量の割合（下段カッコ内の数字）を、また、

外側の円は、電気事業者の発電に伴う排出量及び熱供給事業者の熱発生に伴

う排出量を、使用電力量及び熱消費量に応じて最終需要部門に配分した後の

割合（上段の数字）を、それぞれ示している。 
（注２） 統計誤差、四捨五入等のため、排出量割合の合計は必ずしも 100%にならな

いことがある。 
 

二酸化炭素総排出量
2004年度（平成16年度）

12億7,900万トン

エネルギー転換部門
（発電所等）

6.0％
（29.6％）

家庭部門
13.0％
（5.0％）

産業部門
（工場等）

36.3％
（30.4％）

業務その他部門
（商業・ｻｰﾋﾞｽ・事

業所等）
17.6％
（8.3％）

運輸部門
（自動車・船舶等）

20.4
（19.9％）

廃棄物（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、廃油の焼却）
2.8％

（2.8％）
その他（燃料の漏出等）

0％
（0％）

工業プロセス
（石灰石消費等）

3.9％
（3.9％）

二酸化炭素総排出量
1990年度（平成2年度）

11億3,900万トン

エネルギー転換部門
（発電所等）

5.8％
（27.7％）

家庭部門
11.2％
（5.0％）

産業部門
（工場等）

42.3％
（34.2％）

業務その他部門
（商業・ｻｰﾋﾞｽ・事

業所等）
14.4％
（7.3％）

運輸部門
（自動車・船舶等）

19.1
（18.5％）

廃棄物（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、廃油の焼却）
2.0％

（2.0％）
その他（燃料の漏出等）

0％
（0％）

工業プロセス
（石灰石消費等）

5.3％
（5.3％）



 
○ メタン（CH4）     
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○ 一酸化二窒素（N2O） 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業
（家畜の消化管内発
酵、稲作等）
54%

廃棄物
（埋立、排水処理

等）
33%

工業プロセス
1%

燃料の燃焼

からの漏出
天然ガス生産時・

掘時の漏出
等)
10%

農業

（家畜の消化

管内発酵、稲

作等）

64%

廃棄物

（埋立、排水処

理等）

30%

燃料の燃焼

3%

工業プロセス

0%

燃料からの漏

出

(天然ガス生産

時・石炭採掘

時の漏出等)

2%

メタン総排出量
2004年度（平成16年度）
2,440万トン（CO2換算）

石炭採

2%

メタン総排出量
1990年度（平成2年度）

3,320万トン（CO2換算）

農業（家畜排せつ

物の管理、農用

地の土壌等）

44%

燃料の燃焼

20%

廃棄物（排水処

理、焼却）

10%

工業プロセス（ア

ジピン酸、硝酸の

製造）

25%

燃料からの漏出

0%

溶剤等

1%

N2O総排出量

1990年度（平成2年度）

3,320万トン（CO2換算）

農業（家畜排
せつ物の管
理、農用地の
土壌等）
42%

燃料の燃焼
36%

工業プロセス
（アジピン酸、
硝酸の製造）

6%

溶剤等
1%

廃棄物（排水
処理、焼却）
15%

燃料からの漏
出
0%

N2O総排出量

2004年度（平成16年度）

2,840万トン（CO2換算）



 
○ ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCFC22製造
時の副成
HFC23
84%

冷媒
4%

発泡
2%

半導体製造等
1%

HFC製造
2%

エアゾール・
MDI
7%

HFC総排出量
1995年（平成7年）

2,020万トン（CO2換算）

冷媒
47%

エアゾール・MDI
26%

HCFC22製造時
の副成HFC23

12%

HFC
製造
7%

半導体製造等
1%

発泡
7%

HFC総排出量
2004年（平成16年）

850万トン（CO2換算）

○ パーフルオロカーボン類（PFCs） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

半導体製造
等
23%

PFC製造
6%

金属生産
1%

溶剤
71%

PFC総排出量
1995年（平成7年）

1,260万トン（CO2換算）

半導体製造
等
40%

PFC製造
9%

金属生産
0%

溶剤
51%

PFC総排出量
2004年（平成16年）

990万トン（CO2換算）



○ 六ふっ化硫黄（SF6） 
 

 
 
 
 
 
 
 

金属生産
1%

半導体製造等
6%

半導体製造等
40%

SF6製造
17%

電力設備
21%

金属生産
21%

SF6総排出量
2004年（平成16年）

450万トン（CO2換算）

SF6製造
28%

電力設備
65%

SF6総排出量
1995年（平成7年）

1,690万トン（CO2換算）



別紙２  

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律について 
（平成 18年 2月 10日法案国会提出、同年 6月 7日改正法公布） 

 
環 境 省 

１．法律改正の必要性 

○京都メカニズムとは、 
・京都議定書で新たに導入された国際的な仕組み 
→限られた資金でより大きな排出削減が可能 

・海外の削減量を我が国の削減目標達成に算入可能 
・クリーン開発メカニズム（CDM）の場合、途上国の持続可能な開発に貢献 
 
○「京都議定書目標達成計画」（昨年４月閣議決定）の中で、京都メカニズム

の本格活用のための具体的な仕組みについて、平成１８年度からの実施を目

指して必要な措置を速やかに講ずるものとされた。 
 
○ＥＵ各国、ニュージーランドでも同様の制度が導入されている。 

 
 

温室効果ガス排出量の現状と追加対策について  
 

 
 
 

1,300 

1,200 

1,100 

基準年排出量 
1990 

1,255 

2004 2010

△6.0 %目標

＋6.0％
現行対策のみ

なお目標達成に不

足する差分につ

き、京都メカニズム

の活用が必要 

2.8% 
＊１ 

1,355 
（＋8.0％） 

温室効果ガス排出量 
（百万㌧CO2） 

（追加対策の削減量）

（毎年2000万t-CO2×5年） 

.

森林吸収

△ ３ ．

国内排出量の削

（民間事業者等による対
.

国内排出量 
国内対策（排出抑

制、森林吸収）で最

大限努力 

の削減
（民間事業者等

 による対応）

△６．５％

森林吸収源
△３．９％（＊２）

京都メカニズム
△１．６％

約１億t-CO2

＊１ 原発の長期停止の影響分    

＊２ 我が国が算入することが認められる森林吸収量は、９０年排出量に対する割合でなく、年間の量（１３００万

t-CO2）として認められている 



 
 
 
 
 
 
 
 

京都メカニズムの種類（＊１参照） 
○共同実施（JI）：先進国どうしが共同で事業を実施し、その削減分を投資国が自国の目標達成に利用
できる制度 

○クリーン開発メカニズム（CDM）：先進国と途上国が共同で事業を実施し、その削減分を投資国（先
進国）が自国の目標達成に利用できる制度 

○国際排出量取引：各国の削減目標達成のため、先進国どうしが排出枠を売買する制度 

 クリーン開発メカニズム（CDM）の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．法律の概要 

１． 定義の追加 （第２条第６項） 

○「算定割当量」とは、次の数量（二酸化炭素１トン単位で表記）をいう。 
① 京都議定書の目標に基づき先進国に割り当てられた割当量、 
② 先進国における森林面積の増加による吸収量、 
③ 共同実施（JI）事業による削減量としてホスト国（事業が実施される国）
から発行された排出削減単位、 

④ クリーン開発メカニズム(CDM) 事業による削減量として国際的に認証
された排出削減量 

⑤ 先進国における森林経営等の人為的活動による吸収量  等 
 
２． 国の責務の追加 （第３条第４項） 

排
出
量
見
通
し 

開発プロジェクト 

途上国の技術、

資金で行った

場合 
 

開発プロジェクト 

先進国の技術的、

資金的参加を得た

場合 

排
出
量 

算定割当量

開発プロジェ

クト参加者は

算定割当量に

見合う資金 

収入を得る 

排
出
量
見
通
し 

クリーン開発 
メカニズム理事会 

ホスト国（事業が実施される途上国）

には総排出枠がない 
先進国の総排出枠 

算定割当量取得

分が増える 認証 

先進国へ移転 



○ 国が、京都メカニズムの活用等の京都議定書の約束履行のために必要な措

置を講ずる。 
 

３． 京都議定書目標達成計画の計画事項の追加 （第８条第２項） 

○ 京都メカニズムの活用等に関する基本的な事項を京都議定書目標達成計画

において定める。 
 
４． 割当量口座簿等 （第 29 条～第 41 条及び第 44 条） 

○ 環境大臣及び経済産業大臣は、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、

保有及び移転（以下「算定割当量の管理」）を行うための口座を開設する。 
○ 算定割当量の帰属は、割当量口座簿の記録により定まるものとする。 
○ 割当量口座簿は、国の口座と、名義人ごとに区分される法人の口座に区分

する。 
○ 算定割当量の管理を行おうとする法人は、口座の開設を受けなければなら

ない。 
○ 口座の開設を受けようとする法人は、必要事項を記載した申請書を環境大

臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 
○ 算定割当量の取得及び移転（以下「振替」）は、算定割当量を譲り渡す口座

名義人の申請に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が、譲渡、譲受けに係

る口座に当該算定割当量についての増減の記録をすることにより行う。 
○ 算定割当量の譲渡は、譲受人がその口座に当該譲渡に係る算定割当量の増

加の記録を受けなければ、その効力を生じない。 
○ 国又は口座名義人は、その口座における記録がされた算定割当量を適法に

保有するものと推定する。 
○ 振替によりその口座において算定割当量の増加の記録を受けた国又は口座

名義人は、国又は当該口座名義人に悪意又は重大な過失があるときを除き、

当該算定割当量を取得する。 
○ 口座の開設の申請等に係る手数料に関する規定を設ける。 

 
５． 罰則 （第 48 条及び第 50 条） 

○ 口座の開設の虚偽の申請等に係る罰則に関する規定を設ける。 
 
６． 施行期日 （附則） 

○ 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、１．～３．の改正規定は、公布の日から施行する。 
 
※国による算定割当量の取得については、（独）新エネルギー・産業技術総合開

発機構（ＮＥＤＯ）を実施機関とするとともに、必要な費用の一部を石油及



びエネルギー需給構造高度化対策特別会計から歳出できるようにするため、

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（ＮＥＤＯ法）及び石

油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法（石特法）を改正。 
 

京都メカニズムの活用の推進に関する法律の仕組み 

 

登録 
Ａ 口座 
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移
転

登録 
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よ
る
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定

割
当
量
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得
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務
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委
託

政府 



＊１ 京都メカニズムとは、京都議定書において、国際的に協調して数値目標を

達成するための制度として導入された仕組みであり、①共同実施(JI: Joint 

Implementation)、②クリーン開発メカニズム(CDM: Clean Development 

Mechanism)、③国際排出量取引(Emissions Trading)をいう。それぞれにつ

いては、下図を参照。 

 

 
 

＊２ 本法律中「算定割当量」という用語は、いわゆるクレジットをいう。 

 

共同実施（ＪＩ） 
（京都議定書６条） 

先進国Ａ 
 
 
 
 
 
 

資金 
技術 

先進国Ｂ 
 
 
 
 
 

共同の削減 
プロジェクト 

削減量 

削減量 

ｸﾘｰﾝ開発ﾒｶﾆｽﾞﾑ(CDM) 国際排出量取引 
（京都議定書１２条） 

（京都議定書１７条） 
先進国と途上国が共同で事業を

実施し、その削減分を投資国（先

進国）が自国の目標達成に利用で

きる制度 

先進国どうしが共同で事業を実

施し、その削減分を投資国が自

国の目標達成に利用できる制

度 

各国の削減目標達成のため、先

進国どうしが排出枠を売買する制

度 

先進国Ａ 先進国Ａ  
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途上国Ｂ

削減量 

削減量 

先進国Ｂ
 代金 資金   技術  

※2000年以降の削減量についてクレジット
が発生 
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別紙３ 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に 
関する法律※の一部を改正する法律の概要 

（平成 18年 3月 7日法案国会提出、同年 6月 9日改正法公布） 
 

  環 境 省 

 
 
 
 
 
 
 

オゾン層保護 

地球温暖化防止 

目 
 

的 

 

業務用冷凍空調機器（エアコン、冷蔵・冷凍機

器）中の冷媒フロン類の回収・破壊の実施確保

フロン類の大気中への放出抑制 

 
 
 
 
 
 
 
 

○回収率の状況 

平成 14年度から法施行。冷媒フロン類の回収率は 3割程度で推移。 
 

○京都議定書目標達成計画（平成 17年 4月閣議決定） 
フロン類は強力な温室効果ガスであり、回収率向上は 6％削減を達成するうえ

で費用対効果が高く有効な手段 

改
正
の
必
要
性 

 
 ○行程管理制度の導入 

フロン類の引渡しを書面で捕捉し管理する制度を導入 

○都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限を付与 

○整備時のフロン回収義務の明確化 

改
善
措
置
の
内
容 

 
 
 
 
 
 
 書面の受渡し
 
 フロン類の

引渡委託
受託者

・設備工事業者

・建物解体業者

・産廃業者 等

機
器
の
廃
棄
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ビ
ル
オ
ー
ナ
ー
等
）

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
（
知
事
登
録
）

フロン類の
引渡し

①委託確認書 ②委託確認書

③引取証明書

都道府県知事による指導等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 行程管理制度の概要

※本法律は環境省と経済産業省の共管法である。 



フロン類の用途別出荷量の推移（1989年～2002年） 
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洗浄剤   
エアゾール   
発泡剤   
冷媒その他   

（千トン） 
  

フロン（ CFC ､ HCFC ､ HFC ）出荷量推移（用途別） (1989年～2002年)

  

18万トン以上あったフロン類の出荷量は着実に減少している。 
用途別に見ると、洗浄剤用途は大幅に削減されたのに比べ、冷媒用途、発泡剤用途が大きな割合

を占めている。 

（千トン） 

（出典）産業構造審議会化学・バイオ部会第 10回地球温暖化防止対策小委員会資料 
 

フロン類の市中ストック量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

発泡用途 

建材用断熱材 
10万トン（30％） 

機器用断熱材 
（業務用冷凍空調機器のみ） 

0.3万トン 

カーエアコン 
4.9万トン（15％） 

（注）断熱材中のフロン類は時間とともに放散する

ため、通常の建物寿命を経過して建物が解体され

るまでに、相当量のフロン類が抜けてしまう。 

家庭用機器（エアコン、冷凍・冷蔵庫）

8.3万トン（25％） 

業務用冷凍空調機器 
9.9万トン（30％） 

フロン類の市中ストック量は平成 15年度時点で約 33万トン以上と推計。うち約 7割が冷媒用途。

冷媒用途 

フロン類の市中ストック量が多い用途を中心に掲載。フロン類の市中ストックとしては、図に掲載したもののほか、

業務用冷凍空調機器以外の機器用断熱材や工業資材に用いられる発泡剤や洗浄用途、エアゾール等がある。なお、カ

ーエアコンに使用されているフロン類の市中ストック量については、HFC冷媒使用自動車のみの推計値である。 

（出典）産業構造審議会化学・バイオ部会第 12 回地球温暖化防止対策小委員会資料、平成 16 年度業務用冷凍空調機器からのフロ

ン排出抑制方策検討調査報告書（環境省請負業務報告書）、平成 15年度建材用断熱材フロン対策検討調査報告書（環境省請負業

務報告書）、平成 16年度オゾン層破壊物質の排出量推計手法に関する調査報告書（野村総合研究所）を基に環境省作成



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フロン類を使用する主な冷凍空調機器

パッケージエアコン

家庭用ルームエアコン

冷凍冷蔵ショーケース 業務用冷凍冷蔵庫業務用冷凍冷蔵庫 輸送用冷凍ユニット

フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

ターボ冷凍機

カーエアコン

家庭用冷蔵庫家庭用冷蔵庫

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

今

回

の

対

象

他
の
法
律
で
措
置

対象部分

市中台数：990万台
フロン量：6万トン

市中台数：190万台
フロン量：800トン

市中台数：30万台
フロン量：800トン

市中台数：460万台
フロン量：1万トン

市中台数：1万台
フロン量：5,000トン

台数計：2,100万台
フロン量計：10万トン

 
 

フロン回収破壊法の施行状況 
 
 今回主としてこの部分を強化再利用量 

371トン  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
回収量等の数値は平成 16年度の値、ただし、市中ストック量は平成 15年度の値 

破壊量 
2,976トン 

特
定
製
品
廃
棄
者 

フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者 

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者 

業
務
用
冷
凍
空
調
機
器 

引渡量 
1,714トン 

★回収量 
2,102トン 

許可業者数 82 (H18.1)

保管量 
18トン 

登録業者数 26,825 (H17.4)年間 100数十万台廃棄 

市中ストック推計量 約 10万トン 
 

経済産業大臣 

環境大臣 

処理費用 
（回収・運搬・破壊費用）

破壊費用 

登録 
回収量等報告 

回収量等通知

破壊量等報告 
許可 
指導・助言等 指導・助言等

★廃棄機器中の推計量
約 6,900トン 

都道府県知事 



フロン類の大気中濃度 

 

 

 
 

CFC（クロロフルオロカーボン）の大気中濃度は 1990年代以降ほぼ横ばい又は減少している。一
方、CFC からの代替が進む HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）や HFC（ハイドロフルオ
ロカーボン）の大気中濃度は増加している。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

北海道及び南極昭和基地におけるフロン類の大気中平均濃度の経年変化（1979～2004年） 

N: 北海道、S: 南極昭和基地 

（出典）東京大学巻出研究室測定結果【Makide, et al. (1987)よりデータ更新】 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先進国における

CFC全廃・ 

HCFC 規制開始

(1996 年) 

大気中濃度 

(pptv=10-12v/v) 
途上国における 

CFC 規制開始 

(1999 年) 

先進国における

CFC規制開始

(1989 年)

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(N) 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(S) 

年 

1,300

1,200

1,100

（百万㌧CO2）

基準年排出量

1990

1,237

1,339
（＋8.3％）

2003 2010

△6.0％目標

1,311
現行対策のみ

国内対策（排出抑制、

森林吸収）で最大限

努力

なお目標達成に不

足する差分につき、

京都メカニズムの

活用が必要

温室効果ガス排出量

4.9％＊

＊原発の長期停止の影響分

（毎年2000万t-CO2×5年）

.

京都メカニズム

△ １．６％

森林吸収源

△ ３．９％

国内排出量の削減

（民間事業者等による対応）

△ ６．５％

（追加対策の削減量）

.

京都メカニズム

森林吸収源
△3.9％

国内排出量
の削減

（民間事業者等
による対応）

△6.5％

△1.6％

約１億t-CO2

うち代替フロン等３ガス△1.3%
1,600万t-CO2
今回の法改正による効果約△0.3％

京都議定書目標達成計画

国内排出量の削減△6.5％のうち△1.3％を代替フロン等３ガス対策で削減。



 
 

改正フロン回収破壊法の主な変更点

フロン回収が
必要な場合の
拡大

機器を整備する時

フロン類回収業者（整備時回収者追加）

フロン類破壊業者

廃棄者整備者

受託者
（設備工事、建物解体業者、産廃業者等）

建物解体
元請業者
注）

フロン回収に
役割を有する
人の拡大
（知事の指導の対
象等）

対 応問題点

①廃棄者がフ
ロン類回収を
適切に発注し
ない

②廃棄者が回
収業者へのフ
ロン類の引渡
しを他人に委
託する場合、
委託を受けた
人の規定が不
十分

フロン類の
回収の規定
が不十分

改正法で追加

現行法の規定

改正法で追加

現行法の規定

※ 網掛け部分が今回の改正法関連部分

整備時等

廃棄時

機器を金属くずとして
売却する時

機器を廃棄する時

機器を金属くずとして
売却する時

機器を廃棄する時

・委託確認書の交付、回付、保存
・引取証明書の交付、保存

行程管理制度の創設

・委託確認書の交付、回付、保存
・引取証明書の交付、保存

行程管理制度の創設
フロン回収
手続き明確化

注）建物解体の元請業者は、フロン類を含む機器の有
無を確認し、工事発注者に説明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（参 考）

改正条項の概要 
 

１．フロン類の回収が必要な場合の拡大 
 

○ 業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、機器中の部品等のリサイクルを
目的としてリサイクル業者等に譲渡する場合についても、フロン類回収業者

へフロン類の引渡しを義務化する。（第2条第5項、第19条） 
 

２．業務用冷凍空調機器を整備する際の対策の強化 
 
○ 業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、整備する場合についても、フロ
ン類の排出抑制のための必要な措置を講ずることを、事業者及び国民の責務

とする。（第4条、第6条） 

○ 業務用冷凍空調機器の整備を行う者は、フロン類の回収作業を都道府県知事
に登録されたフロン類回収業者に委託しなければならないこととし、フロン

類回収業者は、回収基準に従ってフロン類を回収しなければならないことと

する。（第18条の2） 
 
３．解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明 

○ 建物解体工事の元請業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機
器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事発注者に説明しな

ければならないものとし、工事発注者はその確認作業に協力しなければなら

ないものとする。（第19条の2） 
 

                
４．フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度（フロン類引渡行程管理

制度）の創設 

○ 業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者は、フロン類の引渡しを他の
者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託確認書を交付しなけ

ればならず、その受託者は、委託確認書をフロン類回収業者に渡さなければ

ならないこととする。（第19条の3） 

○ フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、業務用冷凍空調機器の
廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務を受託した者に対し、引取証

明書を交付することとする。（第20条の2） 
 
５．担保措置の強化等  

○ 都道府県知事は、フロン類の回収業者に加えて、業務用冷凍空調機器の廃棄等
を行おうとする者など他の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保す

るため、新たに、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができるこ

ととする。（第23条、第24条、第43条、第44条及び第45条） 
 
６．施行期日等 

○ 施行期日は、平成19年10月1日とする。（附則第1条） 


